
（注）嘘偽の記載が判明した場合は入所を解除します。 

（備考）この申出書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請（法第３０条の４

第２号・第３号）にあたり扶養義務者から柴田町長あてに提出されるものです。 

 

申  出  書 

 

（記入方法） 

  あなたの保育できない理由について、下記に記入してください。 

 

 ※私は                       のため、 

 

家庭で保育ができないことを、書類を添えて申出します。 

 

 

柴田町長  滝口  茂  殿 

 

上記のとおり申出します。 

令和  年  月  日 

 

住 所 柴田町            

氏 名              ㊞ 

電 話                

 

（添付書類） 

申出の内容を証明する書類として、下記のいずれかを添付してください。 

 

      １．母子手帳の写し（コピー） 

       ２．医師の診断書（申請時に診断書の用意が間に合わない方は、

診察券と直近の領収書の写しを添付してください。その後、

入所承諾（継続）となった場合は、入所日前日までに医師

の診断書を必ず提出してください。） 

３．障害者手帳・療育手帳の写し（コピー） 

４．介護保険証の写し（コピー） 

５．その他（             ） 

 


